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三条市農業委員会総会議事録 

 

 

日  時  平成２９年１２月２７日 午前９時３０分 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

      議第 １号 農用地利用集積計画の承認について             

      議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について       

      議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について      

      議第 ４号 事業計画変更申請について                 

      議第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

            て                            

      議第 ６号 平成３０年度農作業賃金・機械作業料金について       

 

報告事項  報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について            

      報第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について     

      報第 ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について    

      報第 ４号 農地潰廃通報について                   

      報第 ５号 作付変更届について                    

      報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について           

 

出席委員  ３２名 

       １番 渡 邉 一 英 委員   ２番 村 山 佐喜雄 委員 

       ３番 嘉 藤 太加雄 委員   ４番 藤 田 吉 則 委員 

       ５番 桒 原 一 郎 委員   ６番 野 﨑 文 夫 委員 

       ７番 五十嵐 秀 一 委員   ８番 蒲 澤   正 委員 

       ９番 大 桃 伸 之 委員  １０番 眞 野   薫 委員 

      １１番 坂 井 良 雄 委員  １３番 原   正 利 委員 

      １４番 羽 生 俊 昭 委員  １５番 刈 屋 一 夫 委員 

      １６番 佐 藤   満 委員  １７番 捧     譽 委員 

      １８番 内 山   清 委員  １９番 佐 藤 裕 雄 委員 

      ２１番 阿 部 新一郎 委員  ２２番 阿 部 眞佐雄 委員 

      ２３番 田 邉   稔 委員  ２４番 阿 部 銀次郎 委員 

      ２５番 清 野 秀 作 委員  ２６番 星 野 英 治 委員 

      ２７番 内 山 敏 雄 委員  ２８番 渡 邊 勝 夫 委員 

      ２９番 熊 倉   睦 委員  ３０番 原 田   勝 委員 
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      ３１番 小 林 茂 宏 委員  ３２番 坂 井 浩 行 委員 

      ３３番 横 山 一 雄 委員  ３４番 廣 川 哲 也 委員 

 

欠席委員   ２名 

      １２番 大 竹 正 信 委員  ２０番 村 井 善一郎 委員 

 

職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長   清 水   学 

      経営基盤係副参事   渡 辺 正 美 

      経営基盤係主任   小 熊 美栄子 

      経営基盤係主任   長谷川 義 隆 

 

                       午前９時３０分 開会及び開議    

         （午前９時３０分 三條新聞社傍聴） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。 

  （挨拶 略） 

  これより会議に入ります。 

  最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、出席３２名、

欠席２名で会議は成立いたします。 

  なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。１番、

渡邉一英委員、１９番、佐藤裕雄委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、議第１号の審議に当たり、農業委員会等に関する法律第３１条１項の規定

に基づき、議事参与の制限により、議長を２番、村山佐喜雄会長代理に交代いたします。

よろしくお願いします。 

（会長 野﨑文夫委員退席、会長代理 村山佐喜雄委員議長席に着く） 

議長（村山会長代理） 

  よろしくお願いします。 

  それでは、議事に入ります。 

  議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。 

  なお、６番、野﨑文夫委員、１０番、眞野薫委員、１７番、捧譽委員、２１番、阿部

新一郎委員、２３番、田邉稔委員、２４番、阿部銀次郎委員、２５番、清野秀作委員、

２７番、内山敏雄委員、以上の委員は、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規

定に基づき、議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いします。 

 （午前９時３７分 ６番野﨑文夫委員、１０番眞野 薫委員、１７番捧  譽委員、 

         ２１番阿部新一郎委員、２３番田邉 稔委員、２４番阿部銀次郎委員、 

         ２５番清野秀作委員、２７番内山敏雄委員退席）          
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議長（村山会長代理） 

  それでは、事務局、説明お願いします。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。 

  最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明を申し上げます。２ページをご覧

願います。今月の申請は７件で、合計面積１万７，００６．６１㎡であります。 

  なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会であっせん委員よりご報告

をいただいた案件であります。 

  １ページにお戻りをお願いいたします。３４８番は、鶴田地内の農地１筆、１，９３

７㎡をあっせんによる売買により取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇

〇〇円であります。 

  ３４９番は、須戸新田地内の農地２筆、９９１㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ３５０番は、井栗地内ほかの農地計５筆、２，７０１．６１㎡をあっせんによる売買

により取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ３５１番は、福島新田地内の農地１筆、４，９９９㎡をあっせんによる売買により取

得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ３５２番は、井栗地内の農地３筆、４，３５６㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ２ページをお願いいたします。３５３番は、下保内地内の農地２筆、１，５０７㎡を

あっせんによる売買により取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円

であります。 

  ３５４番は、下保内地内の農地２筆、５１５㎡をあっせんによる売買により取得した

いものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明を申し上げます。 

  ５４ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定６２件、面積３２万７，３２８．

１８㎡、再設定９２件、面積４６万１，５２１．２９㎡、合計では１５４件、面積７８

万８，８４９．４７㎡であります。 

  それでは、戻りまして、３ページの３５５番から順にご説明をいたします。 

  なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  ３５５番から１５ページの３９４番までの４０件は相対で、それぞれ新規に利用権設

定するものであります。 

  ３５５番は、栄荻島地内ほかの農地計２筆、４，３５８㎡。 

  ３５６番は、石上２丁目地内の農地３筆、２，３５６㎡。 

  ３５７番は、塚野目地内ほかの農地計５筆、５，９６５㎡。 

  ３５８番は、大宮新田地内の農地２筆、４，０４６㎡。 

  ４ページをお願いいたします。３５９番は、柳川新田地内の農地３筆、２，７２６㎡。 
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  ３６０番は、柳川新田地内の農地３筆、６，０４９㎡。 

  ３６１番は、代官島地内ほかの農地計１４筆、３，８４９㎡。 

  ３６２番は、落合地内の農地６筆、３，７９５㎡です。 

  ３６３番は、大沢地内の農地５筆、１万１，４９８㎡。 

  ３６４番は、大沢地内の農地５筆、７，５００㎡。 

  ６ページをお願いいたします。３６５番は、葎谷地内の農地４筆、５，０４９㎡。 

  ３６６番は、笠堀地内の農地４筆、８，２１１㎡。 

  ３６７番は、下保内地内の農地４筆、２，３３６㎡。 

  ３６８番は、大宮新田地内の農地５筆、４，０４３㎡。 

  ３６９番は、大宮新田地内の農地１筆、２，０２３㎡。 

  ３７０番は、矢田地内の農地１筆、３，５７８㎡。 

  ３７１番は、矢田地内ほかの農地計２３筆、１万３，８０４．８７㎡。 

  ３７２番は、鶴田地内の農地５筆、８，１４４㎡。 

  ３７３番は、曲渕２丁目地内ほかの農地計１０筆、６，６２８㎡。 

  ３７４番は、曲渕２丁目地内の農地１筆、９６５㎡。 

  ３７５番は、曲渕３丁目地内の農地５筆、４，６９４㎡。 

  ３７６番は、曲渕３丁目地内の農地３筆、２，９８８㎡。 

  １０ページをお願いいたします。３７７番は、曲渕３丁目地内の農地３筆、２，２８

８㎡。 

  ３７８番は、塚野目地内ほかの農地計９筆、６，９０８㎡。 

  ３７９番は、鶴田１丁目地内ほかの農地計１０筆、８，０７８㎡。 

  ３８０番は、北入蔵２丁目地内の農地２筆、１，９４３㎡。 

  ３８１番は、大宮新田地内の農地５筆、６，４７４㎡。 

  ３８２番は、須戸新田地内の農地５筆、４，１７５㎡。 

  １２ページをお願いいたします。３８３番は、須戸新田地内の農地２筆、４，０４６

㎡。 

  ３８４番は、柳川新田地内の農地６筆、５，４７５㎡。 

  ３８５番は、北潟地内の農地１筆、４，８２４㎡。 

  ３８６番は、帯織地内ほかの農地計６筆、１万５，６７９㎡。 

  ３８７番は、中曽根新田地内の農地１筆、３，２９９㎡。 

  ３８８番は、九之曽根地内の農地１筆、２４１㎡。 

  ３８９番は、福岡地内ほかの農地計８筆、４，０３９㎡。 

  ３９０番は、福岡地内ほかの農地計９筆、４，７０２㎡。 

  ３９１番は、福岡地内ほかの農地計９筆、５，９３５㎡。 

  ３９２番は、北五百川地内の農地３筆、４，９５４㎡。 

  ３９３番は、東裏館３丁目地内ほかの農地計４筆、４，４５８㎡。 

  ３９４番は、新光町地内の農地１筆、１，００９㎡。 

  以上、４０件は相対で、新規にそれぞれ利用権を設定するものであります。 
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  次の３９５番から２４ページの４１６番までの２２件、合計面積１２万４，１９５．

３１㎡は、農地中間管理事業に伴い、公益社団法人新潟県農林公社が新規に利用権を設

定するものであります。 

  それでは、３９５番から順にご説明をいたします。３９５番は、如法寺地内の農地１

筆、３７３㎡。 

  １６ページをお願いいたします。３９６番は、如法寺地内の農地１筆、１６４㎡。 

  ３９７番は、上保内地内ほかの農地計１３筆、５，５２４．６１㎡。 

  ３９８番は、下保内地内の農地６筆、４，０２４㎡。 

  ３９９番は、鬼木新田地内の農地３筆、４１３㎡。 

  ４００番は、鬼木新田地内の農地５筆、２，０３３㎡。 

  １８ページをお願いいたします。４０１番は、鬼木新田地内の農地３２筆、５，８１

４．７０㎡。 

  ４０２番は、鬼木新田地内の農地５筆、４，７７１㎡。 

  ４０３番は、鬼木新田地内の農地９筆、１万１，９８７㎡。 

  ２０ページをお願いいたします。４０４番は、鬼木新田地内の農地１０筆、６，９９

２㎡。 

  ４０５番は、鬼木新田地内の農地３筆、６，３６４㎡。 

  ４０６番は、鬼木新田地内の農地９筆、１万５，３１７㎡。 

  ４０７番は、鬼木新田地内の農地１２筆、１，５８４㎡。 

  ４０８番は、鬼木新田地内の農地３筆、３，６２８㎡。 

  ２２ページをお願いいたします。４０９番は、鬼木新田地内の農地２筆、６，３４８

㎡。 

  ４１０番は、鬼木新田地内の農地４筆、５，５６３㎡。 

  ４１１番は、鬼木新田地内の農地６筆、５，３１５㎡。 

  ４１２番は、鬼木新田地内の農地５筆、２，６４２㎡。 

  ４１３番は、笹岡地内の農地５筆、１万９９８㎡。 

  ４１４番は、笹岡地内の農地３筆、４，７１４㎡。 

  ２４ページをお願いいたします。４１５番は、飯田地内の農地５筆、８，０１２㎡。 

  ４１６番は、新屋地内の農地１０筆、１万４，６１４㎡。 

  以上、２２件は新潟県農林公社が新規に利用権を設定するものであります。 

  次の４１７番から５４ページの５０８番までの９２件につきましては再設定でありま

すので、説明を省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（村山会長代理） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果

を報告願います。 

  第２調査部会長代理は、私の隣に着席お願いします。 



 - 6 - 

  １９番、佐藤裕雄委員。 

 

第２調査部会長代理（１９番佐藤裕雄委員） 

  じゃ、改めておはようございます。それでは、第２調査部会の調査結果について報告

いたします。 

  第２調査部会では、１２月２２日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、村山会長代理出席のもと会議を開催いたしました。 

  事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１０時

２分に閉会いたしました。 

  ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転７件、新規設定６２件、再設定９２件、合計件数１６１件、面積８０万

５，８５６．０８㎡で、書類審査及び事務局からの詳細説明を受け、新潟県農林公社が

利用権を設定する案件以外の１３９件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農

作業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする２２件につきましても

いずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るこ

とから、全件承認相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（村山会長代理） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言お願いします。なお、委員の質

問等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言お願いします。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（村山会長代理） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  退席委員の着席をお願いします。 

 （午前９時５６分 ６番野﨑文夫委員、１０番眞野 薫委員、１７番捧  譽委員、 

         ２１番阿部新一郎委員、２３番田邉 稔委員、２４番阿部銀次郎委員、 

         ２５番清野秀作委員、２７番内山敏雄委員着席）          

議長（村山会長代理） 

  退席された委員に報告します。 

  議第１号『農用地利用集積計画の承認について』は、承認することに決しました。 

  それでは、議長を交代いたします。ありがとうございました。 

（会長代理 村山佐喜雄委員退席、会長 野﨑文夫委員議長席に着く） 
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議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。 

  なお、２１番、阿部新一郎委員、２４番、阿部銀次郎委員、以上の委員は、農業委員

会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づき、議事参与の制限により、本議案終了

まで退席をお願いいたします。 

（午前９時５８分 ２１番阿部新一郎委員、２４番阿部銀次郎委員退席） 

議長（野﨑会長） 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』をご説明い

たします。 

  ５５ページをご覧願います。三条市長からの諮問書の写しでございます。 

  ５６ページには、議第２号の参考といたしまして、農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条を添付させていただきました。 

  本議案は、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』でご審議をいただきまし

た公益社団法人新潟県農林公社が農地中間管理事業により新規に利用権を設定する農用

地１２万４，１９５．３１㎡の利用配分計画（案）でございます。農地中間管理事業の

推進に関する法律第１９条第２項の規定に基づき、三条市が作成する農用地利用配分計

画（案）について、同法第１９条第３項の規定により、当農業委員会の意見を求められ

ているものでございます。 

  なお、議第２号参考といたしまして、本年１０月１３日現在の借り受け希望者リスト

を送付させていただきましたが、議案６１ページの７番の借り受け人ほか１名の方につ

いては、１０月１３日現在の借り受け希望者リストには登載されておりませんが、今後

予定しております臨時募集に応募され、配分計画の県公告予定日の平成３０年２月２７

日までに登載される予定となっております。 

  それでは、配分計画（案）についてご説明をいたします。５７ページをご覧願います。

一番左側の番号欄の括弧内に記載しております番号は、先ほどご審議をいただきました

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号でございます。なお、

借り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につきましては

記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  １番は、議第１号の３９５番及び３９６番におきまして、新潟県農林公社が利用権を

設定する如法寺地内の農地２筆、５３７㎡を記載の借り受け人に新規に貸し付けをした

いとするものでございます。 

  ２番は、３９７番、上保内地内ほかの農地計１３筆、５，５２４．６１㎡。 

  ３番は、３９８番、下保内地内の農地６筆、４，０２４㎡。 

  ４番は、３９９番、４００番、４０１番、４０２番、４０３番、４０４番、４０５番、
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４０６番、４０７番、４０８番、４０９番、４１０番、４１１番、４１２番の鬼木新田

地内の農地１０４筆、７万５，７７１．７０㎡。 

  ６０ページお願いいたします。５番は、４１３番及び４１４番、笹岡地内の農地８筆、

１万５，７１２㎡。 

  ６番は、４１５番、飯田地内の農地５筆、８，０１２㎡。 

  ７番は、４１６番、新屋地内の農地４筆、３，９８０㎡。 

  ８番は、同じく４１６番、新屋地内の農地２筆、４，１８７㎡。 

  ９番は、同じく４１６番、新屋地内の農地２筆、２，９２９㎡。 

  １０番は、同じく４１６番、新屋地内の農地２筆、３，５１８㎡。 

  以上１０件は、それぞれ記載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするものでご

ざいます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  １９番、佐藤裕雄委員。 

 

第２調査部会長代理（１９番佐藤裕雄委員） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、合計件

数１０件、面積１２万４，１９５．３１㎡で、農用地の利用の効率化及び高度化の促進

を図る観点から、全件異議ないものと認めるという意見であります。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申いた

します。 

  退席委員の着席を願います。 

（午前１０時０５分 ２１番阿部新一郎委員、２４番阿部銀次郎委員着席） 

議長（野﨑会長） 

  退席された委員に報告をします。 

  議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地の利用の効
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率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申することに決し

ました。 

  第２調査部会長代理は、自席へお戻りください。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。 

  ６３ページをご覧願います。今月の申請は８件で、合計面積９，９３６㎡であります。 

  ６２ページにお戻りをお願いいたします。５０番は、西鱈田地内の農地１筆、１，０

２８㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により、売買により取得するものであります。

価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ５１番は、金子新田地内の農地１筆、３４０㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望によ

り、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ５２番は、若宮新田地内の農地７筆、４，２８４㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望

により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円でありま

す。 

  ５３番は、帯織地内の農地１筆、２３㎡を譲り受け人の要望により、売買により取得

するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ５４番は、鶴田地内の農地１筆、１，９９３㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望によ

り、贈与で取得するものであります。 

  ５５番は、西中地内の農地２筆、１，４５５㎡を譲り受け人の要望により、贈与で取

得するものであります。 

  ５６番は、袋地内の農地１筆、５２８㎡を同一世帯内において譲り受け人が贈与によ

り取得するものであります。 

  ５７番は、尾崎地内の農地１筆、２８５㎡を譲り受け人の要望により、贈与により取

得するものであります。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  第２調査部会長は、村山代理の隣に着席願います。 

  ２１番、阿部新一郎委員。 

 

第２調査部会長（２１番阿部新一郎委員） 
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  おはようございます。それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申

請について』は、売買によるもの４件、贈与によるもの４件、合計件数８件、面積９，

９３６㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営面積や

機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満たしており、全件許可相当とい

たしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明いたします。 

  ６４ページをご覧願います。今月の申請は２件で、合計面積５０９㎡であります。 

  １４番は、直江町３丁目地内の農地３筆、１７９㎡を売買により取得し、南側既存宅

地１７２．１１㎡と一体利用し、住宅１棟、カーポート１棟及び車庫１棟の用地として

利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇〇〇円でございます。

場所につきましては、国道８号直江町３丁目交差点北西３５０ｍ付近で、都市計画用途

地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  なお、本申請につきましては議第５号の６７番で農地法第５条の許可申請がなされて

おります。 

  １５番は、西鱈田地内の農地１筆、３３０㎡を贈与により取得し、住宅１棟の用地と

して利用したいものでございます。場所につきましては、鱈田保育所南側１００ｍ付近

で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。 

  なお、本申請につきましては議第５号の６８番で農地法第５条の許可申請がなされて

おります。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 
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  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  ２１番、阿部新一郎委員。 

 

第２調査部会長（２１番阿部新一郎委員） 

  議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数２件、面積５０９㎡で、書類審

査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、全件

承認相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。 

  ６６ページをご覧願います。今月の申請は５件で、合計面積３，１９１㎡であります。 

  ６５ページにお戻りをお願いいたします。６７番、６８番は、先ほどご審議をいただ

きました議第４号『事業計画変更申請について』の１４番、１５番でご説明させていた

だいた内容と同じでございますので、説明は省略させていただきます。 

  ６９番は、南四日町４丁目地内の農地１筆、１，０２４㎡を売買により取得し、駐車

場４２台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇

〇〇円でございます。場所につきましては、嵐南公民館南西２００ｍ付近で、都市計画

用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断さ

れます。 

  ６６ページをお願いいたします。７０番は、上須頃地内の農地２筆、６９０㎡を使用

貸借権の設定により、排水路及び資材置き場の用地として利用したいものでございます。

場所につきましては、燕三条地場産業振興センター南東２５０ｍ付近で、都市計画用途

地域の商業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 
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  ７１番は、猪子場新田地内の農地２筆、９６８㎡を売買により取得し、北側既存宅地

５，４８０．７３㎡と一体利用し、貸し事務所敷地の拡張を行い、駐車場３６台の用地

として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇〇〇円でありま

す。場所につきましては、国道８号一ツ屋敷交差点北東４００ｍ付近で、業務施設等が

連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果報告を願います。 

  ２１番、阿部新一郎委員。 

 

第２調査部会長（２１番阿部新一郎委員） 

  議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数５件、面積３，１９１㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、い

ずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。 

  なお、県農業会議への諮問につきましては不要と判断しました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、全件許可することといたします。 

  第２調査部会長は、自席へお戻りください。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第６号『平成３０年度農作業賃金・機械作業料金について』を議題と

いたします。 

  この案件につきましては、今までも総会に上程させていただいて、農政対策部会に付

託を申し上げ、議論していただいた経緯があります。今回も農政対策部会に付託をした

らいかがとご提案申し上げますが、いかがでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めますが、この農作業賃金あるいは機械作業賃金につい

ていろいろ話題が出ているわけでございますので、各委員の皆さんから何かご提案が、
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意見がございましたら、それを参考にして、また農政対策部会に諮問していきたいと思

いますので、どうかご意見お願いしたいと思います。 

  大桃委員。 

９番（大桃伸之委員） 

  ９番、大桃です。今ほど作業委託について、農政対策部会のほうにお願いしたところ

ですが、毎年同じようなことを言ったりとか、あるいはふいに思ったことをちょっと発

言させてもらいます。 

  税金のことなんですが、平成３１年秋からたしか消費税が１０％になるかと思います。

今までは税込み額が表示されているかと思うんですが、作業料金の料金設定を税別表示

と税込み表示、両方表示していただければと思っております。 

  理由としては、平成３１年のたしか１０月、秋ごろから１０％になるのに合わせて、

４月の段階では８％、１０月の段階では１０％になるかと思います。１０月になれば、

ほとんどの作業が終わっているのかもしれませんが、まれにまだ畑作業等もあるのかも

しれませんし、４月の税申告のときには簡易簿記、簡易消費税計算をする方はまだいい

のかもしれませんが、それじゃないほうの消費税、細かい消費税計算をされている方は、

その秋に段階で１０％に合わせた計算方式をしなければいけないのかと思います。 

  あわせて、来年の作業委託の更新のときに、試験的になるのかわかりませんが、農家

の反応、様子を見ることも含めて、税別額、税込み額、両方提示していただけれれば、

３１年にはスムーズに移行できるのではないかと考えております。 

  以上です。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  廣川委員。 

３４番（廣川哲也委員） 

  ３４番、廣川です。今意見を申し上げろということでございますので、申し上げさせ

ていただきますけれども、私としては広く貸し手、借り手の双方の意見を十分に聴取し

た上で、農対でもんで決定をしていただきたいと思います。 

  お願いするほうは、できるだけ安くしてもらいたいということでしょうし、受けるほ

うはそこそこ経営に見合った額はもらいたいということになろうかと思いますので、や

はり双方の意見をよく収集して農対で議論していただきたい。 

  私とすれば、意見を申し上げれば、全体として作業料金を引き下げる方向で検討して

もらいたいと。理由につきましては、昨今機械、大型化しておりまして、私も了承して

おりますが、それ以上に作業能力が上がっているんではないかなという感じを持ってお

りますし、作業料金が下がればその分作業委託に出して、その他の部分を自分で作業を

して農業を続けていけるという方も大勢いらっしゃるようですので、このままなかなか

委託にというのは、作業を委託できるような金額でないと、この際、じゃいっそのこと

任せてしまえというということで農業者の人口の減少にもつながるのではないかなとい

う懸念がありますのでその点、繰り返しになりますが、双方の意見をよく集約した上で
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決定していただきたいなというふうに要望いたします。 

  以上です。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  ほかにございませんか。 

  無いようですので、今両名から意見をいただいたわけでございます。それを参考にし

て、また農対でそのような形で諮問していただければと思っているわけでございますの

で、どうか農政対策部会長初め、部会員の方におかれましてはこの意見を尊重した上で

検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 

  報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、報第２号から報第６号まで、続けて事務局より報告を願います。 

事務局（清水事務局長） 

  （別添報告書により説明） 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

  来月は農政対策部会の開催が予定されております。農政対策部会の開催案内をお願い

いたします。 

  １５番、刈屋一夫委員。 

農政対策部会長（１５番刈屋一夫委員） 

  農政対策部会では、１月１９日午後１時３０分から厚生会館第２集会室で部会を開催

いたします。関係者委員は出席をお願いいたします。 

  案件につきましては、ただいま総会で付託をいただきました議第６号『平成３０年度

農作業賃金・機械作業料金について』等でございます。 

  以上です。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

 

議長（野﨑会長） 
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  続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。 

  第１調査部会長代理、１番、渡邉一英委員。 

第１調査部会長代理（１番渡邉一英委員） 

  来月は、第１調査部会の当番でございます。１月２４日午前９時から厚生会館第２集

会室で会議を開催しますので、関係委員の出席をお願いします。 

  以上です。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  なお、来月の総会は３１日午前９時半開会を予定しております。 

  なお、総会終了後、午後６時から〇〇〇〇におきまして新年会を開催しますので、ご

出席お願いいたします。 

  以上、長時間にわたってご審議いただきまして、ありがとうございました。 

  以上をもちまして定例総会を閉会いたします。 

                          午前１０時２５分 閉会    



 - 16 - 
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